
市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書について 
 

◎ 事業主を特別徴収義務者として指定し、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）を 5月中に事業主宛てに送付します。また、従業員の異動や期限

後申告等により税額に変更が生じた場合は、随時「変更通知」を送付します。（毎月 15 日頃発送） 

 

＜税額通知書の見方について（例）＞ 

 
① 特別徴収（給与天引き）していただく全従業員の「人数」及び「月別合計金額」が記載されています。 

② 従業員個人の月割額が記載されています。（税額変更通知書の場合は、変更になった従業員のみが記載されます。) 

③ 貴事業所を識別するための「特別徴収義務者指定番号」が記載されています。給与所得者異動届出書や給与支払報告書（総括表）等を提出され

る際には、こちらの番号を記載してください。 

 ※住所については、賦課期日（1 月 1日）時点の住所を記載しています。 
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